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(3) 改革の具体像 

①地域生活を支える医療機能の充実・強化 

ア 精神科救急医療体制の確保 

○ 地域の実情を踏まえつつどの地域でも適切な精神医療を受けられる体制の

確保を図る観点から、都道府県による精神科救急医療体制の確保等について、

制度上位置付けるべきである。 

○ 精神科救急医療システムの基礎的な機能について、都道府県等がモニタリン

グを行い、適切にシステムを運用できるよう、国が指標を設定し評価を行う

とともに、都道府県等が基礎的な機能を超えた優れたシステムを構築する際

にも、財政的な支援の充実を図るべきである。 

○ 精神科救急情報センターが、精神科救急と一般救急との連携・調整や、精神・

身体合併症患者の紹介の機能を果たすよう、機能強化及び医療関係者への周

知を図るべきである。 

○ 都道府県において救急患者の搬送・受入ルールを策定することとする消防法

の改正（平成 21年）が行われたことを踏まえ、当該ルールにおいて、精神・

身体合併症患者も対象とするよう促すことについて検討すべきである。 

○ さらに、一般病床における身体合併症患者の診療体制を確保する観点から、

精神疾患と急性期の身体疾患を併せ持つ患者に対する精神科リエゾン診療の

充実について検討すべきである。（再掲） 

また、一般救急医療機関に搬送された重篤な身体合併症を有する精神疾患

患者への診療体制を確保する観点から、救命救急センター等における精神医

療の確保や、救命救急センター等から他の総合病院等の精神科医療機関への

転院の円滑化のための方策についても検討すべきである。 

イ 精神科医療施設の精神科救急医療体制における機能 

○ 再診や比較的軽症の外来患者への対応など、一次的な救急医療について、診

療所を含めた地域の精神科医療施設が自ら役割を担うとともに、情報窓口の

整備・周知等を図り、夜間休日を含めた精神医療へのアクセスの確保を図る

べきである。 

○ 常時対応型施設については、救命救急センターを参考に、施設の機能評価を

行い、機能の向上を図るべきである。そのための指標の作成を進めるべきで

ある。 

○ 総合病院精神科における精神病床の確保とともに、その機能の充実を図るた

めの方策について検討すべきである。（再掲） 

 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/s0924-2.html  

厚生労働省：今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会「精神保

健医療福祉の更なる改革に向けて」（平成２１年９月２４日 ） 
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傷病者の状況 医療機関のリスト

緊
急
性

重篤（バイタルサイン等による） Ａ救命救急センター、Ｂ救命救急センター

重
症
度
・緊
急
度
【高
】

脳卒中
疑い

t-PA適応疑い Ｂ救命救急センター、Ｄ病院

その他 Ｃ病院、Ｅ病院

心筋梗塞（急性冠症候群）疑い Ａ救命救急センター、Ｅ病院

胸痛 Ａ救命救急センター、Ｂ救命救急センター、Ｄ病院

外傷
多発外傷 Ａ救命救急センター、Ｂ救命救急センター

その他 Ｃ病院

・・・ ・・・

専
門
性

妊産婦 Ｂ救命救急センター、Ｆ病院、Ｇ病院

小児 Ｂ救命救急センター、Ｊセンター、Ｋ病院

・・・ ・・・

特
殊
性

開放骨折 Ａ救命救急センター、Ｂ救命救急センター、Ｆ病院

四肢断裂 Ｂ救命救急センター

・・・ ・・・

    

 

 

 

 第２号の基準（医療機関リスト）は分類基準に基づき分類された医療機関の

区分ごとに、当該区分に該当する医療機関の名称を具体的に記載するものであ

る。 

 表示の仕方は任意であるが一般に理解しやすい表示方法の例を以下に示す。 

 なお、都道府県は、各分類基準について、対応可能な医療機関を調整してい

くこととなるが、どの程度の地域ごとに、対応可能な医療機関を調整していく

かは、分類基準によって異なり、例えば、重症度・緊急度が高い妊産婦につい

て、より広域で医療機関の調整を行うことも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記の基準は例示であり、分類基準をどう策定するかは地域の実情に応

じて決定されるものである。  

第２号（医療機関リスト） 

分類基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分に該当する

医療機関の名称  


